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内  容 備  考 

第１ 総説 

１．本通知要領について 

本通知要領では、振替優先出資の発行者が、募集優先出資の募集の決

定、優先出資の分割の決定、合併の決定又は基準日の設定その他の規則

で定める事項について決議又は決定を行った場合等に、機構に対し、通

知いただく具体的な内容や方法等について説明しています。 

※ 「株式等の振替に関

する業務規程」第 12

条第 1 項、「株式等の

振替に関する業務規程

施行規則」第 6 条及び

「株式等振替制度に係

る業務処理要領」第 1

章第 2 節を御参照くだ

さい。

２．通知方法 

 振替優先出資の発行者の決定事項等の通知は、Target ほふりサイト

を用いて行ってください。Target ほふりサイトによる具体的な通知方

法は、以下の２つです。 

（１）開示資料の代用による通知

機構に対し通知すべき事項のうち、適時開示資料の記載対象となる内

容については、適時開示を行い、Target ほふりサイトの備考欄に当該

開示資料の標題及び開示日時を記載することにより、当該内容について

機構に対し通知したものとして取り扱います。なお、開示資料を Target

ほふりサイトに添付した場合にも同様に、機構に対し通知したものとし

て取り扱います。 

（２）書類の提出による通知

機構に対し通知すべき事項のうち、適時開示資料の記載対象とならな

い内容については、機構が定める所定の書式に通知内容を記載し、当該

ファイルを Target ほふりサイトに添付することにより通知を行ってく

ださい。所定の書式については、機構のホームページより取得できます。 

※ 書類の提出による通

知を行うときは、機構

が定める所定の書式の

「適時開示」欄に当該

開示資料の標題及び開

示日時を記載した場合

であっても、開示資料

の代用による通知を行

ったものとして取り扱

います。

※ 次の通知事項用の通

知書式はありません

（開示資料を代用して

通知してください。）

①「優先出資の分割」

②「上場廃止の原因とな

る事実の発生」

３．通知すべき時期 

（１）適時開示等の対象となる通知事項

適時開示又は法定公告の対象となる通知事項については、振替優先出

資の発行者の決議又は決定後に、適時開示又は法定公告を行った後、速

やかに通知を行ってください。 

（２）適時開示等の対象とならない通知事項

適時開示又は法定公告の対象とならない通知事項については、振替優

先出資の発行者の決議又は決定後、速やかに通知を行ってください。 

４．通知の変更・訂正・取消し 

（１）通知事項の変更又は訂正

機構に通知した事項について変更又は訂正を行なった場合には、機

構が定める所定の書式に、変更又は訂正の内容を記載して、速やかに

通知を行ってください。 

※ 通知書式「通知事項

の変更・訂正」（ST97-

40）
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内  容 備  考 

（２）通知事項の取消し

機構に通知した事項の取消しを行なった場合には、機構が定める所

定の書式に、取消しを行う旨を記載して、速やかに通知を行ってくだ

さい。 

※ 通知書式「通知事項

の取消し」（ST97-41）

５．Target ほふりサイトによる通知の責任 

 Target ほふりサイトにより通知する内容については、通知を行った

振替優先出資の発行者の責任となります。TargetID の悪用等により、

通知が不正に行われた場合であっても、機構は正当な通知として取り

扱います。 

６．障害発生時の取扱い 

 通信回線又は Target システムの障害により、Target ほふりサイトに

よる通知ができない場合、障害復旧までの間、FAX 又は書面による一時

的な通知が必要となります。一時的な通知の対象とした通知内容につ

いては、障害の復旧後、改めて Target ほふりサイトによる通知が必要

です。 

７．その他 

（１）公示情報について

合併等の場合において優先出資を新たに発行する場合には、機構は、

振替株式の発行者が提出する通知書式「公示情報」PDF をそのまま機構

のホームページに掲載することで公示を行います。 

（２）加入者口座コードについて

合併等の場合に対価を交付しない優先出資を記録している口座を機

構に対し通知する場合等においては、「加入者口座コード」の機構への

通知が必要になります。「加入者口座コード」とは、証券会社等の口座

管理機関に口座を開設した場合に付与される、株式等振替制度におい

て加入者の口座を特定するための２１桁のコードのことであり、口座

管理機関コード（５桁）、顧客口（所在）コード（２桁）及び加入者

口座番号（１４桁）から構成されます。 

※ 公募等、新規記録通

知データを機構が取得

する場合には、通知書

式「公示情報」の提出

は不要です。

※ 加入者口座コードが

わからない場合には、

口座を開設する口座管

理機関に御確認くださ

い。

第２ 振替優先出資の発行者の通知事項 

１．募集優先出資の募集 

 募集優先出資の募集については、次の場合、機構への通知が必要に

なります。 

（１）公募による募集優先出資の募集の場合

a．通知すべき者

募集優先出資の募集をする協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書 

類の提出による通知が必要になります。また、申込期間及び払込期日

が未定の場合には、申込期間及び払込期日の確定後に、再度開示資料

の代用による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「募集株式の募集

事項の決定」となります。 
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内  容 備  考 

（a）公募による募集決定後の通知 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 募集方法（公募）

② 募集優先出資の銘柄及び銘柄コード

③ 募集優先出資の口数

④ 募集優先出資の内容

⑤ 募集優先出資の払込金額（１口あたり）（確定前）

⑥ 募集に係る手続日程

⑦ 申込期日（確定前）

⑧ 払込期日（確定前）

⑨ 引受主幹事証券会社

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 発行時 DVP 方式の利用の有無

② 払込取扱銀行（DVP 方式の場合のみ）

③ 口座通知情報データの受付期間（非 DVP 方式の場合のみ）

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

（b）申込期間等確定後の通知 

ア．開示資料の代用による通知項目

① 募集優先出資の払込金額（１口あたり）（確定後）

② 申込期日（確定後）

③ 払込期日（確定後）

イ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

※ 通知書式「募集優先

出資の募集（公募）」

（ST97-30-01）

（２）第三者割当てによる募集優先出資の募集の場合（新優先出資を発

行する場合に限る）

a．通知すべき者 

募集優先出資の募集をする協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書 

類の提出による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「募集株式の募集

事項の決定」となります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 募集方法（第三者割当て）

② 募集優先出資の銘柄及び銘柄コード

③ 募集優先出資の口数

④ 募集優先出資の内容

⑤ 発行価額（1口あたり）

⑥ 募集に係る手続日程

⑦ 申込期日

イ．提出する書類に記載すべき通知内容 ※ 通知書式「募集優先
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内  容 備  考 

① 発行時 DVP 方式の利用の有無

② 払込取扱銀行（DVP 方式の場合のみ）

③ 割当先の氏名又は名称及び新規記録先口座（加入者口座コー

ド）

④ 払込期日

⑤ 口座通知取次ぎ受付締切日（非 DVP 方式の場合のみ）

⑥ 新規記録日

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

出資の募集（第三者割

当て）」（ST97-30-02） 

（３）優先出資者割当てによる募集優先出資の募集の場合の通知方法等

a．通知すべき者

募集優先出資の募集をする協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書

類の提出による通知が必要になります。また、募集優先出資口数が未定

の場合には、募集出資口数の確定後に、開示資料の代用による通知が必

要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「募集株式の募集

事項の決定」となります。 

（a）優先出資者割当てによる募集決定後の通知 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 募集方法（優先出資者割当て）

② 募集優先出資の銘柄及び銘柄コード

③ 募集優先出資の口数（確定前）

④ 募集優先出資の内容

⑤ 募集優先出資の払込金額（1口あたり）

⑥ 募集に係る手続日程

⑦ 申込期日

⑧ 払込期日

⑨ 優先出資者割当てに係る基準日

⑩ 割当比率

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 発行日決済取引の有無（有る場合は新旧併合に係る日程）

② 新規記録日

③ 特別口座のみを有する優先出資者に係る口座通知の受付期間

④ 自己の保有する募集優先出資の銘柄を移転する場合は、移転

する口数及び当該口座の記録された発行者の口座（加入者口

座コード）

※ ④は、自己の保有する優先出資を移転（代用自己優先出資口

として交付）しない場合には、記載不要です。

※ 移転する優先出資口数に変更が生じた場合には、再度御通知

ください。

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

※ 通知書式「募集優先

出資の募集（優先出資

者割当て）」（ST97-30-

03）
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内  容 備  考 

（b）募集優先出資口数確定後の通知 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 募集優先出資の口数（確定後）

イ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

２．自己優先出資の消却 

 自己優先出資の消却については、消却の対象となる優先出資が振替

優先出資である場合には通知が必要になります。 

a．通知すべき者 

自己優先出資の消却をする協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書

類の提出による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「自己株式の消

却」となります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 消却する銘柄（以下「消却対象銘柄」という。）及び銘柄コー

ド

② 消却する口数

③ 消却後の消却対象銘柄の発行総口数

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 一部抹消する日

② 一部抹消により減少の記録がされる協同組織金融機関の口座

（加入者口座コード）

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

※ 通知書式「自己優先

出資の消却」（ST97-

31）

３．優先出資の分割 

 分割する優先出資が振替優先出資である場合に、通知が必要になり

ます。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「株式の分割」と

なります。 

a．通知すべき者 

優先出資の分割をする協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知が必要

になります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 優先出資分割に係る振替優先出資の銘柄（以下「優先出資分

※ 「優先出資の分割」

用の通知書式はありま

せん。
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割銘柄」という。）及び銘柄コード 

② 優先出資の分割に係る一定の日

③ 効力発生日

④ 増加比率（優先出資分割後の優先出資分割銘柄の発行総口数

／優先出資分割前の優先出資分割銘柄の発行総口数）

イ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

４．吸収合併 

吸収合併については、次の場合、機構への通知が必要になります。 

（１）吸収合併消滅協同組織金融機関及び吸収合併存続協同組織金融機

関のいずれも振替優先出資の発行者で、合併対価として振替優先出

資を交付する場合

a．通知すべき者 

ⅰ．吸収合併消滅協同組織金融機関となる協同組織金融機関 

ⅱ．吸収合併存続協同組織金融機関となる協同組織金融機関（吸収

合併に際して自己優先出資を移転しようとする場合に限る。） 

b．通知方法等 

ⅰ．吸収合併消滅協同組織金融機関の通知 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書

類の提出による通知が必要になります。また、合併の対価を交付しな

い優先出資を保有する場合には、合併の対価を交付しない優先出資口

数確定後に、書類の提出による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、（a）については

「会社合併」、（b）については「割当除外数量の通知」となります。 

（a）吸収合併決定後の通知 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 吸収合併の対価の内容

② 吸収合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資者

に対して吸収合併に際して交付する振替優先出資の銘柄（以

下「吸収合併存続協同組織金融機関銘柄」という。）及び銘柄

コード

③ 吸収合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資の銘柄（以下

「吸収合併消滅協同組織金融機関銘柄」という。）及び銘柄コ

ード

④ 合併比率

⑤ 吸収合併の日程

⑥ 吸収合併期日

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

（ア）通知書式「吸収合併（吸収合併消滅協同組織金融機関の通知）」 

① 通知者が、対価の割当ての対象とならない自己優先出資を保

有する場合には、その記録先口座（加入者口座コード）

② 吸収合併存続協同組織金融機関が、対価の割当ての対象とな

らない通知者の発行する優先出資を保有する場合には、その

記録先口座（加入者口座コード）

③ 通知者以外の吸収合併消滅協同組織金融機関が、通知者の発

※ 通知書式「吸収合併

（吸収合併消滅協同組

織金融機関の通知）」

（ST97-32-01）
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内  容 備  考 

行する振替優先出資を保有する場合には、その記録先口座（加

入者口座コード） 

④ 担保受入先の名称及び通知者の発行する吸収合併消滅協同組

織金融機関銘柄（吸収合併存続協同組織金融機関銘柄の割当

てを受けない優先出資）を記録する口座（加入者口座コード） 

※ ①、②及び③は、合併の対価を交付しない通知者の発行する

優先出資に担保設定がされている場合には、担保差入元の口座

の加入者口座コードを記載してください。なお、合併の対価を

交付しない優先出資を通知者、吸収合併存続協同組織金融機関

又は通知者以外の吸収合併消滅協同組織金融機関が保有しない

場合には、記載不要です。

※ ④は、①から③の優先出資に担保が設定されていない場合に

は、記載不要です。

（イ）通知書式「公示情報（合併等）」

① 銘柄

② 銘柄コード

③ 新規記録日

④ 合併等に際して発行する優先出資の総数（吸収合併消滅協同

組織金融機関の振替優先出資のうち優先出資証券喪失登録さ

れた優先出資証券に係るものに対して割り当てる口数及び他

の吸収合併消滅協同組織金融機関（非振替優先出資の発行者）

の優先出資者に交付される数を除く）

※ 合併の対価として吸収合併存続協同組織金融機関が新たに振

替優先出資を発行する場合のみ本書類の提出が必要になりま

す。

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

（b）合併の対価を交付しない優先出資口数の確定後に提出する書類に

記載すべき通知内容 

（ア）通知書式「吸収合併（吸収合併消滅協同組織金融機関の通知

優先出資口数確定後）」

① 通知者が、対価の割当ての対象とならない自己優先出資を保

有する場合には、その記録先口座（加入者口座コード）及び

口座ごとの吸収合併消滅協同組織金融機関銘柄の振替優先出

資の口数

② 吸収合併存続協同組織金融機関が、対価の割当ての対象とな

らない通知者の発行する優先出資を保有する場合には、その

記録先口座（加入者口座コード）及び口座ごとの吸収合併消

滅協同組織金融機関銘柄の振替優先出資の口数

③ 通知者以外の吸収合併消滅協同組織金融機関が、通知者の発

行する振替優先出資を保有する場合には、その記録先口座（加

入者口座コード）及び口座ごとの吸収合併協同組織金融機関

銘柄の振替優先出資の口数

④ 担保受入先の名称及び通知者の発行する吸収合併消滅協同組

織金融機関銘柄（吸収合併存続協同組織金融機関銘柄の割当

てを受けない優先出資）を記録する口座（加入者口座コード）

及び吸収合併消滅協同組織金融機関銘柄の数

※ 通知書式「公示情報

（合併等）」（ST97-38） 

※ 通知書式「吸収合併

（吸収合併消滅協同組

織金融機関の通知 優

先出資口数確定後）」

（ST97-32-02）
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内  容 備  考 

※ 効力発生日の２営業日前までに御通知ください。

※ 合併の対価を交付しない優先出資を通知者、他の吸収合併消

滅協同組織金融機関又は吸収合併存続協同組織金融機関が保有

しない場合には、本書類の提出は不要です。

※ ①、②及び③は、合併の対価を交付しない通知者の発行する

優先出資に担保設定がされている場合には、担保差入元の口座

の加入者口座コード及び優先出資口数（全てが担保設定されて

いる場合には「０口」、一部が担保設定されている場合には担保

設定されず当該口座に記録されている優先出資口数）を記載し

てください。

※ ④は、①から③の優先出資に担保が設定されていない場合に

は、記載不要です。

（イ）通知書式「公示情報（合併等）」

① 銘柄

② 銘柄コード

③ 新規記録日

④ 合併等に際して発行する優先出資の総数（吸収合併消滅協同

組織金融機関の振替優先出資のうち優先出資証券喪失登録さ

れた優先出資証券に係るものに対して割り当てる口数及び他

の吸収合併消滅協同組織金融機関（非振替優先出資の発行者）

の優先出資者に交付される数を除く）

※ 合併の対価として吸収合併存続協同組織金融機関が新たに振

替優先出資を発行する場合のみ本書類の提出が必要になりま

す。

ⅱ．吸収合併存続協同組織金融機関の通知 

決議又は決定後の適時開示後に、自己優先出資の移転を行う場合

に限り、適時開示後、開示資料の代用による通知及び書類の提出に

よる通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「会社合併」と

なります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 吸収合併存続協同組織金融機関銘柄及び銘柄コード

② 吸収合併消滅協同組織金融機関銘柄及び銘柄コード

③ 合併比率

④ 吸収合併の日程

⑤ 効力発生日（吸収合併期日）

⑥ 交付する吸収合併存続協同組織金融機関銘柄のうち発行に係

るものの総口数（吸収合併消滅協同組織金融機関の振替優先

出資のうち優先出資証券喪失登録された優先出資証券に係る

ものに対して割り当てる口数を除く。）及び優先出資の内容

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 吸収合併存続協同組織金融機関が自己優先出資を移転しよう

とするときは、その口数及び自己優先出資が記録された口座

（加入者口座コード）

※ 自己の保有する優先出資を移転（代用自己優先出資として交

付）しない場合には、本書類の提出は不要です。

※ 通知書式「公示情報

（合併等）」（ST97-38） 

※ 通知書式「吸収合併

（吸収合併存続協同組

織金融機関の通知）」

（ST97-32-03）
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内  容 備  考 

※ 移転する優先出資口数に変更が生じた場合には、再度御通知

ください。

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

（２）吸収合併消滅協同組織金融機関及び吸収合併存続協同組織金融機

関のいずれも振替優先出資の発行者で、合併対価として機構取扱対

象株式等以外のものを交付する場合

a．通知すべき者 

吸収合併消滅協同組織金融機関となる協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書

類の提出による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「会社合併」とな

ります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 吸収合併の対価の内容

② 吸収合併消滅協同組織金融機関銘柄及び銘柄コード

③ 合併比率

④ 吸収合併の日程

⑤ 吸収合併期日

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 全部抹消する日

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

※ 通知書式「吸収合併

（吸収合併消滅協同組

織金融機関の通知）」

（ST97-32-01）

（３）吸収合併消滅協同組織金融機関が振替優先出資の発行者で、吸収

合併存続協同組織金融機関が振替優先出資の発行者でない場合に、

合併対価として交付する優先出資が振替優先出資となる場合（合併

の効力発生日に存続協同組織金融機関が上場協同組織金融機関とな

る場合）

a．通知すべき者 

吸収合併消滅協同組織金融機関 

b．通知方法等 

吸収合併消滅協同組織金融機関の通知 

吸収合併消滅協同組織金融機関の通知は、（１）「吸収合併消滅協

同組織金融機関と吸収合併存続協同組織金融機関のいずれも振替優

先出資の発行者で、合併対価として振替優先出資を交付する場合の

通知方法等」に準じます。 

※ 吸収合併存続協同組

織金融機関は、振替優

先出資の同意に係る手

続が必要となります。

※ 同意に係る書類一式

については、その確認

用の書類を、上場承認

日の２週間前までに、

吸収合併存続協同組織

金融機関から提出して

ください。 

（４）吸収合併消滅協同組織金融機関が振替優先出資の発行者で、吸収

合併存続協同組織金融機関が振替優先出資の発行者でない場合に、

合併対価として交付する優先出資が振替優先出資とならない場合

この場合の通知すべき者及び通知方法等は、（２）「吸収合併消滅
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内  容 備  考 

協同組織金融機関と吸収合併存続協同組織金融機関のいずれも振替

優先出資の発行者で、合併対価として機構取扱対象株式等以外のも

のを交付する場合の通知方法等」に準じます。 

（５）吸収合併消滅協同組織金融機関が振替優先出資の発行者でなく、

吸収合併存続協同組織金融機関が振替優先出資の発行者の場合に、

合併対価として振替優先出資を交付する場合

a．通知すべき者 

吸収合併存続協同組織金融機関となる協同組織金融機関 

b．通知方法等 

合併対価として振替優先出資を交付する場合に限り、決議又は決定

後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書類の提出による通

知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「会社合併」とな

ります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 吸収合併存続協同組織金融機関銘柄及び銘柄コード

② 吸収合併消滅協同組織金融機関銘柄及び銘柄コード

③ 合併比率

④ 吸収合併の日程

⑤ 効力発生日（吸収合併期日）

⑥ 交付する吸収合併存続協同組織金融機関銘柄のうち発行に係

るものの総口数（吸収合併消滅協同組織金融機関の振替優先

出資のうち優先出資証券喪失登録された優先出資に係るもの

に対して割り当てる口数を除く。）及び優先出資の内容

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 吸収合併存続協同組織金融機関が自己優先出資を移転しよう

とするときは、その口数及び自己優先出資が記録された口座（加

入者口座コード）

② 口座通知取次ぎ受付締切日

※ 移転する優先出資口数に変更が生じた場合には、再度御通知

ください。

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

※ 通知書式「吸収合併

（吸収合併存続協同組

織金融機関の通知）」

（ST97-32-03）

５．新設合併 

新設合併については、次の場合、機構への通知が必要になります。 

（１）新設合併消滅協同組織金融機関が振替優先出資の発行者で、新設

合併設立協同組織金融機関が振替優先出資の発行者となる場合

a．通知すべき者 

新設合併消滅協同組織金融機関となる協同組織金融機関 

b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書 

類の提出による通知が必要になります。また、合併の対価を交付しな 

※ 新設合併設立協同組

織金融機関は、協同組

織金融機関の設立登記

の後、振替優先出資の

同意に係る手続が必要

となります。

※ 同意に係る書類一式

については、その確認
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内  容 備  考 

い優先出資を保有する場合には、合併の対価を交付しない優先出資口 

数確定後に、書類の提出による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、（a）については

「会社合併」、（b）については「割当除外数量の通知」となります。 

（a）新設合併決定後の通知 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 新設合併の対価の内容

② 新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資者

に対して合併に際して交付する振替優先出資の銘柄（以下「新

設合併設立協同組織金融機関銘柄」という。）及び銘柄コード

③ 新設合併消滅協同組織金融機関の振替優先出資の銘柄（以下

「新設合併消滅協同組織金融機関銘柄」という。）及び銘柄コ

ード

④ 合併比率

⑤ 新設合併の日程

⑥ 効力発生日（新設合併期日）

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

（ア）通知書式「新設合併（新設合併消滅協同組織金融機関の通知）」 

① 他の新設合併消滅協同組織金融機関の優先出資が振替優先出

資でない場合において、新設合併に際して、新設合併設立協

同組織金融機関が当該新設合併消滅協同組織金融機関の優先

出資者に対し振替優先出資を交付するときは、その旨及び口

座通知取次ぎ受付締切日

② 通知者が、対価の割当ての対象とならない自己優先出資を保

有する場合には、その記録先（加入者口座コード）

③ 通知者以外の新設合併消滅協同組織金融機関が、通知者の発

行する振替優先出資を保有する場合には、その記録先口座（加

入者口座コード）

④ 担保受入先の名称及び通知者の発行する新設合併消滅協同組

織金融機関銘柄（新設合併設立協同組織金融機関銘柄の割当

てを受けない優先出資）を記録する口座（加入者口座コード） 

⑤ 新設合併設立協同組織金融機関の内容

※ ②及び③は、合併の対価を交付しない通知者の発行する優先

出資に担保設定がされている場合には、担保差入元の口座の加

入者口座コードを記載してください。なお、合併の対価を交付

しない優先出資を通知者又は通知者以外の新設合併消滅協同組

織金融機関が保有しない場合には、記載不要です。

（イ）通知書式「公示情報（合併等）」

① 銘柄

② 銘柄コード

③ 新規記録日

④ 合併等に際して発行する優先出資の総数（吸収合併消滅協同

組織金融機関の振替優先出資のうち優先出資証券喪失登録さ

れた優先出資証券に係るものに対して割り当てる口数及び他

の新設合併協同組織金融機関（非振替優先出資の発行者）の

優先出資者に交付される数を除く）

※ 合併の対価として振替優先出資を発行する場合のみ本書類の

用の書類を、新設合併

の効力発生日の２週間

前までに、振替優先出

資の発行者である新設

合併消滅協同組織金融

機関から提出してくだ

さい。 

※ 通知書式「新設合併

（新設合併消滅協同組

織金融機関の通知）」

（ST97-33-01）

※ 通知書式「公示情報

（合併等）」（ST97-38） 
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内  容 備  考 

提出が必要になります。 

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

（b）合併の対価を交付しない優先出資口数の確定後に提出する書類に

記載すべき通知内容 

（ア）通知書式「新設合併（新設合併消滅協同組織金融機関の通知

優先出資口数確定後）」

① 通知者が、対価の割当ての対象とならない自己優先出資を保

有する場合には、その記録先（加入者口座コード）及び口座

ごとの新設合併消滅協同組織金融機関銘柄の振替優先出資の

口数

② 通知者以外の新設合併消滅会社のうち、振替優先出資の発行

者でないものが、通知者の発行する振替優先出資を保有する

場合には、その記録先口座（加入者口座コード）及び口座ご

との新設合併協同組織金融機関銘柄の振替優先出資の口数

③ 担保受入先の名称及び通知者の発行する新設合併消滅協同組

織金融機関銘柄（新設合併設立協同組織金融機関銘柄の割当

てを受けない優先出資）を記録する口座（加入者口座コード）

及び新設合併消滅協同組織金融機関銘柄の数

※ 効力発生日の２営業日前までに御通知ください。

※ 合併の対価を交付しない優先出資を新設合併消滅協同組織金

融機関が保有しない場合、本書類の提出は不要です。

※ ①及び②は、合併の対価を交付しない通知者の発行する優先

出資に担保設定がされている場合には、担保差入元の口座の加

入者口座コード及び優先出資口数（全てが担保設定されている

場合には「０口」、一部が担保設定されている場合には担保設定

されず当該口座に記録されている優先出資口数）を記載してく

ださい。

※ ③は、①及び②の優先出資に担保が設定されていない場合に

は、記載不要です。

（イ）通知書式「公示情報（合併等）」

① 銘柄

② 銘柄コード

③ 新規記録日

④ 合併等に際して発行する優先出資の総数（吸収合併消滅協同

組織金融機関の振替優先出資のうち優先出資証券喪失登録さ

れた優先出資証券に係るものに対して割り当てる口数及び他

の新設合併協同組織金融機関（非振替優先出資の発行者）の

優先出資者に交付される数を除く）

※ 合併の対価として振替優先出資を発行する場合のみ本書類の

提出が必要になります。

※ 通知書式「新設合併

（新設合併消滅協同組

織金融機関の通知 優

先出資口数確定後）」

（ST97-33-02）

※ 通知書式「公示情報

（合併等）」（ST97-38） 

（２）新設合併消滅協同組織金融機関が振替優先出資の発行者で、新設

合併設立協同組織金融機関が振替優先出資の発行者とならない場合

a．通知すべき者 

新設合併消滅協同組織金融機関となる協同組織金融機関 
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b．通知方法等 

決議又は決定後の適時開示後に、開示資料の代用による通知及び書

類の提出による通知が必要になります。 

なお、Target ほふりサイトで選択する通知事項は、「会社合併」とな

ります。 

ア．開示資料の代用対象とする通知内容

① 新設合併の対価の内容

② 新設合併設立協同組織金融機関銘柄

③ 新設合併消滅協同組織金融機関銘柄及び銘柄コード

④ 合併比率

⑤ 新設合併の日程

⑥ 効力発生日（新設合併期日）

イ．提出する書類に記載すべき通知内容

① 全部抹消する日

ウ．添付書類

開示資料（開示資料の代用による通知を行った場合には不要）

※ 通知書式「新設合併

（新設合併消滅協同組

織金融機関の通知）」

（ST97-33-01）

６．定款又は優先出資取扱規則の変更 

（１）定款の変更

振替優先出資の発行者は、次の事項について定款の変更を行う場合

には、定款変更に係る理事会決議後、機構が定める所定の書式に定款

変更内容を記載し、通知事項「その他」を選択して Target ほふりサイ

トで提出してください。

また、変更後の定款については、作成後に変更後定款の PDF ファイ

ルを、通知事項「定款の変更（株式・優先出資）」を選択して Target

ほふりサイトで提出してください。

a．基準日の定め 

b．基準日の定めの廃止 

c．総優先出資者通知及び情報提供請求についての正当な理由の定め 

d．決算期の変更 

e．その他の事項 

（２）優先出資取扱規則の変更

優先出資取扱規則の変更を行なった場合には、変更後の優先出資取

扱規則の作成後、優先出資取扱規則の PDF ファイルを、通知事項「株

式及び優先出資取扱規則の変更（株式・優先出資）」を選択して Target

ほふりサイトで提出してください。 

※ 通知書式「定款変更

（基準日の定め）」（ST

97-34-01）、「定款変更

（基準日の定めの廃

止）」（ST97-34-02）、

「定款変更（総優先出

資者通知及び情報提供

請求についての正当な

理由の定め）」（ST97-3

4-03）、「定款変更（決

算期の変更）」（ST97-3

4-04）

７．基準日の設定 

 振替優先出資の発行者は、基準日の設定に係る理事会決議を行なっ

た場合には、基準日に係る理事会決議後速やかに、機構が定める所定

の書式に基準日及び基準日時点の優先出資者が行使できる権利の内容

を記載し、通知事項「基準日の設定」を選択して Target ほふりサイト

で通知してください。なお、本通知には法定公告資料及び当該事項に

ついて適時開示を行う場合には開示資料を添付してください。 

※ 通知書式「基準日の

設定」（ST97-35）
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内  容 備  考 

８．届出事項の変更 

 振替優先出資の発行者は、取扱開始時に機構に届出を行った事項の

うち、次の事項について変更した場合には、機構が定める所定の書式

に記載し、通知事項「届出事項の変更」を選択して、Target ほふりサ

イトで通知を行ってください。

（１）代表者の変更

代表者の変更を決定した場合には、決定後、速やかに機構が定める

所定の書式に変更を行う日及び代表者の役職・氏名を記載して Target

ほふりサイトで通知してください。 

（２）登記上の主たる事務所の所在地の変更

登記上の主たる事務所の所在地を変更する場合には、変更後の主た

る事務所の所在地の登記後、速やかに機構が定める所定の書式に、変

更後の登記上の主たる事務所の所在地を記載し、登記事項証明書（PDF

ファイル）を添付して機構に Target ほふりサイトで通知してください。 

※ 登記事項証明書の原本の機構への送付は不要です。

（３）名称変更

名称の変更を決定した場合には、決定後、速やかに機構が定める所

定の書式に、変更登記日及び変更後の登記上の名称を記載して Target

ほふりサイトで通知を行ってください。 

（４）優先出資者名簿管理人・特別口座を開設する口座管理機関の変

更

優先出資者名簿管理人の変更を決定した場合には、決定後、速やかに

機構が定める所定の書式に次の事項を記載して Target ほふりサイトで

通知してください。 

① 優先出資者名簿管理人を変更する日

② 現優先出資者名簿管理人

③ 新優先出資者名簿管理人

④ 調整優先出資口数（発行者）の記録先口座

⑤ 特別口座を開設する口座管理機関名称

※ 優先出資者名簿管理人の変更日の２営業日前までに通知してく

ださい。

（５）情報取扱責任者・機構との連絡担当部署の変更

情報取扱責任者の変更を決定した場合又は機構との連絡部署若しく

は緊急時連絡先 FAX 番号の変更を行う場合には、速やかに機構が定める

所定の書式に変更事項を記載して Target ほふりサイトで通知してくだ

さい。 

（６）上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止

上場する金融商品取引所の追加又は一部廃止を行う場合には、速やか

に機構が定める所定の書式に追加又は一部廃止を行う金融商品取引所

名、追加又は一部廃止を行う日を記載して Target ほふりサイトで通知

してください。 

（７）総優先出資者通知請求（四半期会計期間の末日）の追加

四半期会計期間の末日の総優先出資者通知請求の追加を決定した場

※ 通知書式「届出事項

変更（代表者の変更）」

（ST97-36-05）

※ 通知書式「届出事項

変更（登記上の主たる

事務所の所在地の変

更）」（ST97-36-03）

※ 通知書式「届出事項

変更（名称の変更）」

（ST97-36-04）

※ 通知書式「届出事項

変更（優先出資者名簿

管理人等の変更）」（ST

97-36-06）

※ 通知書式「届出事項

変更（情報取扱責任者

等の変更）」（ST97-36-

07）

※ 通知書式「届出事項

変更（上場する金融商

品取引所の変更）」（ST

97-36-08）

※ 通知書式「総優先出

資者通知請求に係る届
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合には、速やかに機構の定める所定の書式に追加をする四半期会計期

間の末日を記載して Target ほふりサイトで通知してください。 

※ 追加が適用されるのは、次の事業年度からとなります。

※ 追加を行う場合には、適用する事業年度開始日の前営業日まで

に御通知ください。

（８）総優先出資者通知請求（四半期会計期間の末日）の取下げ

四半期会計期間の末日の総優先出資者通知請求の取下げを決定した

場合には、速やかに機構の定める所定の書式に取下げをする四半期会

計期間の末日を記載して Target ほふりサイトで通知してください。 

※ 取下げが適用されるのは、次の事業年度からとなります。

※ 取下げを行う場合には、適用する事業年度開始日の前営業日ま

でに御通知ください。

出書（四半期会計期間

の末日用）」（ST05-05） 

※ 通知書式「総優先出

資者通知請求（四半期

会計期間の末日）の取

下げ」（ST97-36-10）

９．上場廃止の原因となる事実の発生 

振替優先出資の発行者は、発行する振替優先出資に関して金融商品

取引所における上場廃止の原因となる事実が発生した場合には、当該

事実に係る適時開示後、速やかに通知事項「上場廃止等の原因となる

事実の発生」を選択して、Target ほふりサイトによる開示資料の代用

又は開示資料の添付により、機構に通知してください。 

※ 「上場廃止の原因と

なる事実の発生」用の

通知書式はありませ

ん。

１０．振替優先出資の無効事由等の発生 

振替優先出資の発行者は、発行する振替優先出資に関して次の無効

事由等が発生したときは、速やかに機構が定める所定の書式に無効事

由等を記載して、通知事項「振替株式の無効事由の発生」を選択して

Target ほふりサイトにより通知してください。 

a．協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 14条において読み替 

えて準用する会社法第 210 条に規定する優先出資の発行をやめるこ 

との請求があったとき。 

b．振替優先出資に係る行為の無効の訴え（協同組織金融機関の優先出

資に関する法律第 14条第 3項において読み替えて準用する会社法第

828 条）があったとき。 

c．新優先出資発行不存在の訴え（協同組織金融機関の優先出資に関す

る法律第 14 条第 4項において読み替えて会社法第 829 条）があった

とき。 

※ 通知書式「優先出資

の無効事由等の発生」

（ST97-37）

以 上 
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